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逗  子  市  

政治倫理の確立のための逗子市長の資産等の公開に関する条例及び同条例施行規則

の規定に基づき、平成31年４月１日付け及び令和元年５月７日付けで報告書を作成し

ました。 

報告書の概要は次のとおりです。 

 

１ 資産等報告書（平成 30 年 12 月 25 日現在） 

・土地     → 逗子市沼間１丁目2 0 9－１ 他16件 

・建物     → 逗子市沼間 1 丁目1498 他８件 

・預貯金（総額）→ 111,778,332 円（注：当座預金及び普通預金を除く。） 

・株券     → ９銘柄 

・自動車等   → なし 

・ゴルフ場の利用に関する権利 

        → あり（譲渡することができるものに限る。） 

・借入金    → 81,750,000 円（注：生計を一にする親族からのものを除く。） 

 

２ 資産等補充報告書（平成 30 年 12 月 31 日現在） 

・土地     → 変更なし 

・建物     → 変更なし 

・預貯金（総額）→ 111,978,332 円（注：当座預金及び普通預金を除く。） 

・株券     → 変更なし 

・自動車等   → 変更なし 

・ゴルフ場の利用に関する権利 

        → 変更なし 

・借入金    → 81,000,000 円（注：生計を一にする親族からのものを除く。） 

 

３ 関連会社等報告書（平成 31 年４月１日現在） 

・会社その他の法人の名所（役員、顧問その他の職名） 

        → 株式会社 キリガヤ（役員） 
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本件に関するお問い合わせ先 

＜資産の内容に関すること＞ 
担当 逗子市経営企画部企画課秘書室 米山 

 電話 046（873）1111 内線 313 
  F A X  046（873）4520 
 
＜制度に関すること＞ 
  担当 逗子市総務部総務課 斎藤 
  電話 046（873）1111 内線 345 

F A X  046（873）4520 


